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教委教改第１００５号

令和２年１１月２０日

大分県知事 広 瀬 勝 貞 殿

大分県教育委員会

教育長 工 藤 利 明

議案に対する教育委員会の意見について（回答）

令和２年１１月１８日付け財第４０７号で照会のあった上記のことについ

て、下記のとおり回答します。

記

原案のとおり提出することに異議ありません。
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（公印省略）

財 第 ４ ０ ７ 号

令和２年１１月１８日

大分県教育委員会

教育長 工 藤 利 明 殿

大分県知事 広 瀬 勝 貞

議案に対する教育委員会の意見について（照会）

下記のとおり県議会に議案を提出する予定ですので、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第２９条の規定により貴委員会の意見を求めます。

記

１ 議 案 名

・職員の給与に関する条例等の一部改正について

・大分県使用料及び手数料条例の一部改正について

・大分県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の制定について

・工事請負契約の締結について

・警察署の名称、位置及び管轄区域条例等の一部改正について

２ 議案提出県議会

令和２年第４回定例会
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- 1 -

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案の概要

項目１：職員の給与に関する条例の一部改正（第１条及び第２条関係）

項 目 改 正 内 容 備 考
期末手当 期末・勤勉手当の年間支給月数の引下げ 令和２年12月１日

（４．５０月→４．４５月）に係る１２月期の支給月数 適用
の改正 引下げ分は期末手当に配分）（

手当 6月期 12月期期末
現行 改正後

1.3 1.3 1.25一般職員

1.1 1.1 1.05特定管理職員

６月期と１２月期の支給月数の改正（４．４５月） 令和３年４月１日
施行（均等になるように配分）

手当 6月期 12月期期末
R2.6月 改正後 R2.12月 改正後

一般職員 1.3 1.275 1.25 1.275

特定管理職員 1.1 1.075 1.05 1.075

項目２：一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正（第３条及び第４条関係）

項 目 改 正 内 容 備 考
期末手当 年間支給月数の引下げ（３．４０月→３．３５月）に 令和２年12月１日

係る１２月期の支給月数の改正 適用
6月期 12月期

現行 改正後
1.7 1.7 1.65

６月期と１２月期の支給月数の改正（３．３５月） 令和３年４月１日
施行（均等になるように配分）

6月期 12月期
改正後 改正後R2.6月 R2.12月

1.7 1.675 1.65 1.675
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- 2 -

項目３：一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正（第５条及び第６条関係）

項 目 改 正 内 容 備 考
期末手当 年間支給月数の引下げ（３．４０月→３．３５月）に 令和２年12月１日

係る１２月期の支給月数の改正 適用
6月期 12月期

現行 改正後
1.7 1.7 1.65

６月期と１２月期の支給月数の改正（３．３５月） 令和３年４月１日
施行（均等になるように配分）

6月期 12月期
改正後 改正後R2.6月 R2.12月

1.7 1.675 1.65 1.675

項目４：特別職の常勤職員の給与等に関する条例の一部改正（第７条及び第８条関係）

項 目 改 正 内 容 備 考
期末手当 年間支給月数の引下げ（３．４０月→３．３５月）に 令和２年12月１日

係る１２月期の支給月数の改正 適用
6月期 12月期

現行 改正後
1.7 1.7 1.65

６月期と１２月期の支給月数の改正（３．３５月） 令和３年４月１日
施行（均等になるように配分）

6月期 12月期
改正後 改正後R2.6月 R2.12月

1.7 1.675 1.65 1.675

項目５：大分県議会議員の議員報酬及び費用弁償条例の一部改正（第９条及び第10条関係）

項 目 改 正 内 容 備 考
期末手当 年間支給月数の引上げ（３．４０月→３．３５月）に 令和２年12月１日

係る１２月期の支給月数の改正 適用
6月期 12月期

現行 改正後
1.7 1.7 1.65

６月期と１２月期の支給月数の改正（３．３５月） 令和３年４月１日
施行（均等になるように配分）

6月期 12月期
改正後 改正後R2.6月 R2.12月

1.7 1.675 1.65 1.675

附則

項 目 改 正 内 容
施行期日

、 、 、 、 。第１条 第３条 第５条 第７条及び第９条の規定は 公布の日から施行する
ただし第２条、第４条、第６条、第８条及び第10条の規定は、令和３年４月１
日から施行する。
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大分県使用料及び手数料条例の一部改正について 

(所管：総務部) 

 

１ 改正理由 

  公益財団法人 大分県体育協会 が大分県スポーツ協会に名称変更したことに伴い、

大分県使用料及び手数料条例の別表第一の『大分県立武道スポーツセンター』及び『大分

県立フェンシング場』の備考欄の一部を改正する。 

 

２ 改正内容 

（別表第一） 

公の施設の名称 
備    考 

現  行 改 正 案 

大分県立 

武道スポーツセンター 

 

一 公益財団法人大分県体育

協会及びその加盟団体 

 

 

一 公益財団法人大分県スポーツ

協会及びその加盟団体 

 

大分県立 

フェンシング場 

 

 

同   上 

 

 

 

 

同   上 
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「大分県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の制定について 

 

１ 条例制定の背景 

（１）自転車活用推進法の施行、自転車活用推進計画及び大分県自転車活用推進計画の策定 

・自転車活用推進法の施行（H29.5.1）、自転車活用推進計画の策定（H30.6) 

・大分県自転車活用推進計画の策定（R1.12） 

→目標の一つに「自転車事故のない安全で安心な社会の実現」を掲げ、「ヘルメット

着用の促進」や「自転車損害賠償責任保険等への加入促進」等を明記 

（２）本県の自転車事故の特徴 

・世代別では高校生の負傷者数の割合が高く（95 名/370 名、25.７％）、学年では高校 

１年生、時間帯では登下校時が多い。 

 

２ 条例の目的 

自転車の利用に係る交通事故の防止及び被害者の保護を図り、県民が安全に安心して   

暮らすことができる地域社会を実現 

 

３ 条例のポイント 

（１）自転車の安全で適正な利用を促進するため、県民総ぐるみによる自転車安全教育等

の実施（第９条「自転車交通安全教育等」） 

・「県、事業者、学校、保護者」等の関係者が、自転車利用者へ安全で適正な利用に関   

する理解を深めることができるよう、交通安全教育等に努める 

（２）自転車の利用に係る交通事故防止・被害軽減対策（第１２条「自転車利用時の安全

上の措置」） 

・自転車利用時に、反射材の使用、乗車用ヘルメットや頭部保護帽子等の器具の使用

に努める 

・自転車を利用して通学する児童、生徒、学生は、乗車用ヘルメットの着用に努める 

（３）自転車による交通事故被害者保護対策（第１３条「自転車損害賠償責任保険等への

加入」） 

・自転車利用者や保護者等は、自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない

ことを義務化 

 

４ 施行期日 

令和３年４月１日 

（損害賠償責任保険に係る第１３条及び第１４条の規定は令和３年６月１日） 
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大分県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例案（条文骨子） 
 

【第一章 総則】 第１条～第８条 

第１条（目的） 

この条例は、自転車の安全で適正な利用の促進に関し、 

・県、自転車利用者、県民、事業者及び交通安全団体の責務等を明らかにするとともに、 

・自転車の安全で適正な利用に関する施策等及び自転車損害賠償責任保険等への加入等につい

て定めることにより、 

・自転車の利用に係る交通事故の防止及び被害者の保護を図り、県民が安全に安心して暮らす

ことができる地域社会の実現に寄与すること  

第２条（定義） 

・自転車：道路交通法第２条第１項第 11号の２に規定する自転車をいう 

・自転車損害賠償責任保険等：自転車の運行によって他人の生命又は身体が害された場合の損

害賠償を保障することができる保険又は共済をいう 

第３条～第８条（県の責務等） 

・県の責務：自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進する責

務を有する 

・自転車利用者の責務：自転車が道路交通法に規定する車両であることを認識し、関係法令を

遵守のうえ、自転車を安全で適正に利用すること 

（遵守事項の例示：無灯火運転・飲酒運転・傘差し運転の禁止、携帯電話用装置使用等によ

る運転の禁止） 

・県民の責務：自転車の安全で適正な利用に関する理解を深め、学校、地域等に おける取組に

参加するよう努めること 

・県及び市町村が実施する施策に協力するよう努めること 

・事業者の責務：自転車の安全で適正な利用の促進に関する取組を推進し、県及び市町村が実

施する施策に協力するよう努めること 

・交通安全団体の責務：自転車の安全で適正な利用に関する活動を積極的に推進し、県及び市

町村が実施する施策に協力するよう努めること 

・関係機関等との連携：県が施策を推進するに当たり、国、市町村、事業者及び交通安全団体

との連携を図ること 

 

【第二章 自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策等】 第９条 

第９条（自転車交通安全教育等） 

・県民等に対する交通安全教育等：県が県民に対する交通安全教育及び啓発、事業者及び交通

安全団体等に対する情報提供等を講ずること 

・事業者による交通安全教育：従業者が自転車の安全で適正な利用に関する理解を深めること

できるよう、研修の実施等に努めること 

・学校の長による交通安全教育：児童、生徒又は学生が自転車の安全で適正な利用に関する理

解を深めることができるよう、発達の段階に応じた交通安全教育を行うよう努めること 

・保護者による交通安全教育：監護する未成年者に対し、自転車を安全で適正に利用するため

に必要な教育を行うよう努めること 

・高齢者の家族等：高齢者に対し反射材及び交通事故の被害を軽減する器具の使用その他の安

全上の措置に関する助言に努めること 
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【第二章 自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策等】 第１０条～第１２条 

第１０条（道路交通環境の整備等） 

県は、国、市町村、交通安全団体その他の団体と連携し、道路交通環境の整備及び保全のため

に必要な措置を講ずること 

第１１条（自転車の点検及び整備等） 

・自転車利用者、自転車利用事業者、自転車貸付事業者：利用し、又は事業の用に供する自転

車の必要な点検及び整備に努めること 

・保護者：監護する未成年者が利用する自転車の必要な点検及び整備に努めること 

・自転車小売等事業者：自転車を販売し、又は整備するときは、自転車の点検及び整備の必要

性に関する情報提供に努めること 

・自転車利用者：利用する自転車について施錠等盗難防止のための措置を講ずるよう努めるこ

と 

第１２条（自転車利用時の安全上の措置） 

・自転車利用者：自らの安全を確保するため、反射材及び交通事故の被害を軽減する器具の使

用その他の安全上の措置に努めること 

・自転車を利用して通学する児童、生徒又は学生～乗車用ヘルメットの着用に努めること 

・学校の長：在学する児童、生徒又は学生に対し乗車用ヘルメットの着用その他の安全上の措

置に関する指導に努めること  

・保護者：監護する未成年者に対し反射材及び交通事故の被害を軽減する器具の使用その他の

安全上の措置に関する指導に努めること 

・高齢者の家族等：高齢者に対し反射材及び交通事故の被害を軽減する器具の使用その他の安

全上の措置に関する助言に努めること 

 

【第三章 自転車損害賠償責任保険等への加入等】 第１３条～第１５条 

第１３条（自転車損害賠償責任保険等への加入） 

次の者は、自転車損害賠償責任保険等（以下「保険」という。）に加入しなければならない 

①自転車利用者（未成年者を除く）  ②自転車を利用する未成年者を監護する保護者 

③自転車を利用する事業者      ④自転車貸付事業者 

第１４条（自転車損害賠償責任保険等への加入の確認等） 

・自転車小売等事業者：自転車を購入し、又は整備を受けようとする者に対し保険加入の確認

に努めること、加入の確認ができないときは保険加入に関する情報提供に努めること 

・事業者：自転車通勤の従業者に対し保険加入の確認に努めること、加入の確認ができないと

きは保険加入に関する情報提供に努めること 

・学校の長：自転車通学の児童、生徒又は学生及びその保護者に対し保険加入の確認に努める

こと、加入の確認ができないときは保険加入に関する情報提供に努めること 

第１５条（自転車損害賠償責任保険等に関する情報提供） 

・県：市町村、事業者、交通安全団体及び保険を引き受ける保険者と連携し、保険加入を促進

するため、保険に関する情報を提供すること 

・事業者：従業者に対し保険に関する情報提供に努めること 

・学校の長：児童、生徒又は学生及びその保護者に対し保険に関する情報提供に努めること 

 

施行期日 

令和３年４月１日から施行する。ただし、第１３条及び第１４条の規定は、令和３年６月１日

から施行する。 
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１ 事業名 県立学校施設整備事業

２ 契約の目的 県立聾学校校舎新築工事

３ 工事の概要 鉄筋コンクリート造 ４階建 延面積 ４，６８７㎡

４ 契約の方法 一般競争入札（要件設定型総合評価落札方式）

５ 契約金額 １，１８６，６６３，１０４円（税込み）

６ 工期 令和４年２月１０日

７ 契約の相手方 大分市大道町５丁目４番１4 号

熊野・後藤総合建設工事共同企業体

代表者 株式会社熊野建設 代表取締役 佐藤 俊治

議会の議決に付すべき契約及び特に重要な公の施設の廃止に関する条例第２条により、議会の
議決に付さなければならない契約は予定価格５億円以上の工事とされているため、本工事の契約締
結に当たり、本議会に議案を提出するもの。

※予定価格：1,289,851,200円 落札率：92％

県立聾学校校舎新築工事について

第 １２７ 号議案 工事請負契約の締結について
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第１２８号議案　警察署の名称、位置及び管轄区域条例等の一部改正について

１．改正理由

２．改正内容

　大分県立大分豊府高等学校 　大分市大字羽屋６００番地１ 　大分市花園３丁目３番１号

　大分県立大分豊府中学校 　大分市大字羽屋６００番地１ 　大分市花園３丁目３番１号

　大分県立大分雄城台高等学校 　大分市大字玉澤１，２５０番地 　大分市大字玉沢１，２５０番地

　大分県立臼杵高等学校 　臼杵市大字海添２，５２１番地 　臼杵市大字海添２，５２１番地１

３．施行期日

令和３年１月１６日（住居表示の実施期日）

大分県立学校の設置に関する条例の一部改正について

現　　　行名　　　称 改　正　案

　住居表示に関する法律第３条第１項及び第２項の規定に基づき、大分市羽屋区域で住居
表示が実施されるため、大分豊府高等学校・大分豊府中学校の位置を改正するもの

　 併せて、位置表示に旧字体が使われていた大分雄城台高等学校と市道拡幅に伴う用地買収
 　による土地の分筆のため地番の変更があった臼杵高等学校についても改正を行う。

住居表示に関する法律

第三条 市町村は、住居表示の実施のため、議会の議決を経て、市街地につき、

区域を定め、当該区域における住居表示の方法を定めなければならない。

２ 市町村は、前項の規定により区域及びその区域における住居表示の方法

を定めたときは、当該区域について、街区符号及び住居番号又は道路の名称

及び住居番号をつけなければならない。
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